
No.1 
国立大学法人京都工芸繊維大学職員勤勉手当支給細則の一部改正について 

新 旧 対 照 表 

   は改正箇所を示す。 

現 行 条 文 改 正 後 

第１条及び第２条（略） 

 

第１条及び第２条（略） 

（勤勉手当の成績率） 

第３条 給与規則第２０条第３項の学長が定める割合（以下「勤勉手当の

成績率」という。）は、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。 

（勤勉手当の成績率） 

第３条 給与規則第２０条第３項の学長が定める割合（以下「勤勉手当の

成績率」という。）は、成績区分に応じ次の表に掲げるとおりとする。 

成績区分 指定職基本給表の

適用を受ける職員 

特定管理職員 指定職基本給表の

適用を受ける職員

及び特定管理職員

以外の職員 

勤務成績が特に優秀

な職員 

 １００分の１２５ １００分の９９ 

勤務成績が優秀な職

員 

１００分の９５ １００分の１１１ １００分の８８ 

勤務成績が良好な職

員 

１００分の８２．５ １００分の９７ １００分の７７ 

戒告の処分を受けた

職員 

１００分の６２ １００分の７５ １００分の６０ 

減給の処分を受けた

職員 

１００分の４２ １００分の５３ １００分の４９．５ 

停職の処分を受けた

職員 

１００分の２１ １００分の３２．５ １００分の３９ 

上記以外の職員 １００分の６７．５ １００分の８２．２ １００分の６３．７ 
 

成績区分 指定職基本給表の

適用を受ける職員 

特定管理職員 指定職基本給表の

適用を受ける職員

及び特定管理職員

以外の職員 

勤務成績が特に優秀

な職員 

 １００分の１３１ １００分の１０５ 

勤務成績が優秀な職

員 

１００分の１０１ １００分の１１６．

５ 

１００分の９３．５ 

勤務成績が良好な職

員 

１００分の８７．５ １００分の１０２ １００分の８２ 

戒告の処分を受けた

職員 

１００分の６２ １００分の７５ １００分の６０ 

減給の処分を受けた

職員 

１００分の４２ １００分の５３ １００分の４９．５ 

停職の処分を受けた

職員 

１００分の２１ １００分の３２．５ １００分の３９ 

上記以外の職員 １００分の６７．５ １００分の８２．２ １００分の６３．７ 
 

 

第４条及び第５条（略） 

 

  附 則（略） 

 

第４条及び第５条（略） 

 

  附 則（略） 
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  附 則 

１ この細則は、平成  年 月 日から施行し、平成２８年１２月１日

から適用する。  

２ 平成２８年１２月に支給する勤勉手当に関する勤勉手当の成績率は、

第３条に規定する表にかかわらず、成績区分に応じ次の表に掲げるとお

りとする。  

成績区分 指定職基本給表の

適用を受ける職員 

特定管理職員 指定職基本給表

の適用を受ける

職員及び特定管

理職員以外の職

員 

勤務成績が特に優秀

な職員 

 １００分の１３８ １００分の１１２ 

勤務成績が優秀な職

員 

１００分の１０

６．５ 

１００分の１２

２．５ 

１００分の９９．

５ 

勤務成績が良好な職

員 

１００分の９２．

５ 

１００分の１０７ １００分の８７ 

戒告の処分を受けた

職員 

１００分の６２ １００分の７５ １００分の６０ 

減給の処分を受けた

職員 

１００分の４２ １００分の５３ １００分の４９．

５ 

停職の処分を受けた

職員 

１００分の２１ １００分の３２．

５ 

１００分の３９ 

上記以外の職員 １００分の６７．

５ 

１００分の８２．

２ 

１００分の６３．

７ 

 

 

 


